
妊
娠
中
の
お
口
の
健
康

妊
娠
中
の
お
母
さ
ん

の
お
口
が
健
康
で
あ
る

こ
と
は
生
ま
れ
て
く
る

赤
ち
ゃ
ん
に
も
影
響

す
る
こ
と
を
ご
存
知
で

し
ょ
う
か
。
妊
娠
中
は

精
神
的
、
肉
体
的
に
も
大
変
な
時
期
で

す
が
、
今
で
き
る
こ
と
を
し
っ
か
り
と

考
え
て
お
き
た
い
で
す
ね
。

妊
娠
中
は
、
生
活
習
慣
や
体
質
の
変

化
か
ら
、
通
常
よ
り
も
む
し
歯
や
歯
周

病
に
な
り
や
す
い
状
況
と
な
り
、
以
下

の
こ
と
が
起
こ
る
と
さ
れ
ま
す
。

①
つ
わ
り
な
ど
の
影
響
か
ら
磨
き
残
し

が
多
く
な
る

②
食
事
を
分
け
て
行
い
、
口
の
中
が
長

時
間
酸
性
と
な
り
、
む
し
歯
が
出
来
や

す
く
な
る

③
ホ
ル
モ
ン
バ
ラ
ン
ス
の
変
化
に
よ

り
、
妊
娠
性
歯
周
病
と
な
り
や
す
い

④
だ
液
が
ネ
バ
ネ
バ
と
な
り
、
細
菌
の

活
動
が
高
く
な
る

特
に
、
妊
娠
期
の
歯
周
病
に
は
要
注

意
で
す
。
歯
周
病
の
菌
の
影
響
で
早
産

や
低
体
重
児
出
産
な
ど
の
危
険
性
が
高

く
な
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
む
し
歯
の
多
い
お
母
さ
ん
の

子
ど
も
は
、
母
子
感
染
に
よ
っ
て
早
く

か
ら
む
し
歯
に
な
る
危
険
性
が
高
い
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

赤
ち
ゃ
ん
は
お
母
さ
ん
の
お
な
か
に

宿
っ
た
時
か
ら
、
も
の
す
ご
い
ス
ピ
ー

ド
で
成
長
を
始
め
て
い
ま
す
。

歯
に
つ
い
て
い
え
ば
、
赤
ち
ゃ
ん
の 

「
歯
の
も
と
」
で
あ
る
歯し
は
い胚
が
作
ら
れ

始
め
る
の
は
、
妊
娠
６
〜
７
週
頃
と
い

わ
れ
、
そ
の
時
の
お
母
さ
ん
の
食
事
が

赤
ち
ゃ
ん
の
健
康
な
歯
を
育
て
ま
す
。 

お
母
さ
ん
の
栄
養
状
態
が
悪
い
と
、
赤

ち
ゃ
ん
の
歯
が
弱
く
な
り
む
し
歯
に
な

り
や
す
く
な
り
ま
す
。
特
に
カ
ル
シ
ウ

ム
は
歯
の
石
灰
化
に
大
切
で
す
。

妊
娠
中
で
も
む
し
歯
や
歯
周
病
の
治

療
は
可
能
で
す
。
お
母
さ
ん
の
お
口
の

中
を
清
潔
に
し
て
お
く
こ
と
は
、
赤

ち
ゃ
ん
に
と
っ
て
、と
て
も
大
切
で
す
。

歯
科
医
師
に
よ
る
妊
娠
中
の
お
口
の
健

康
チ
ェ
ッ
ク
と
、
歯
の
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

を
受
け
て
、
お
母
さ
ん
の
お
口
の
中
を

清
潔
に
し
て
、
赤
ち
ゃ
ん
の
歯
と
健
康

を
守
り
ま
し
ょ
う
。

（
一
般
社
団
法
人

　
北
足
立
歯
科
医
師
会
）

健康生活健康生活
いき

いき

「ひなちゃん」と「マイナちゃん」の
社会保障・税番号（マイナンバー）制度

　このコーナーでは、今月からスタートした社会保
障・税番号（マイナンバー）制度について、ひなちゃん
のさまざまな疑問にマイナちゃんが答えます。ひな
ちゃんと一緒に社会保障・税番号制度について学びま
しょう！
問い合わせ／社会保障・税番号制度導入プロジェクト
（内線2297）

教えて！

通知カードや個人番号カードの記載内容に変更があった場合は、どうすればいいの？Q
　引越しなどで市町村に転入届を出すときは、必ず通知カード又は個人番号カードを
同時に提出し、カードの記載内容を変更する必要があります。それ以外の場合でも、

通知カード又は個人番号カードの記載内容に変更があったときは、14日以内に市町村に届
け出て、カードの記載内容を変更する必要があります。

A

国のマイナンバーコールセンター
（☎ 0570 ‒ 20 ‒ 0178）
受付時間　平日＝９時30分～22時
土・日・祝日＝９時30分～17時30分
※年末年始を除く

番号制度全般に関する問い合わせ

市の専用ダイヤルを開設
　マイナンバーの通知カードの送付及び個人番号カードの交付に関する問い合わせに対応するため、
専用ダイヤルを開設しました。お気軽にご利用ください。
電話番号／541‒2500　※平日＝８時30分～17時15分、土曜日＝８時30分～12時（日・祝日・年末年始
を除く）
問い合わせ／市民課住民担当（内線2432）

 女性の健康相談 　とき／11月27日㈮９時～鴻巣　申込み／開催前日まで 122015.10
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　「
地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
」
に
基
づ
き
、
健
全
化
判
断
比
率

と
資
金
不
足
比
率
を
公
表
し
ま
す
。
こ
の
法
律
は
地
方
公
共
団
体
の
財
政
破
綻
を
未
然
に

防
ぐ
た
め
に
制
定
さ
れ
た
も
の
で
、
地
方
公
共
団
体
は
一
般
会
計
等
の
健
全
化
判
断
比
率

の
４
つ
の
指
標
（
実
質
赤
字
比
率
、
連
結
実
質
赤
字
比
率
、
実
質
公
債
費
比
率
、
将
来
負

担
比
率
）
と
公
営
企
業
会
計
の
資
金
不
足
比
率
を
、
監
査
委
員
の
審
査
に
付
し
た
う
え
で

議
会
に
報
告
し
、
公
表
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

　
こ
れ
ら
の
指
標
が
早
期
健
全
化
基
準
や
経
営
健
全
化
基
準
を
上
回
る
と
「
早
期
健
全
化

計
画
」
を
、
ま
た
、
財
政
再
生
基
準
を
上
回
る
と
「
財
政
再
生
計
画
」
を
策
定
す
る
こ
と

が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

資
金
不
足
比
率

健
全
化
判
断
比
率
と
資
金
不
足
比
率

す
べ
て
の
判
断
指
標
で
財
政
の
健
全
性
を
確
保

鴻巣市の資金不足比率の状況　 （単位：％）

平成26年度健全化判断比率の状況　 （単位：％）

平成25年度健全化判断比率　県・全国平均との比較 （単位：％）

水 道 事 業 会 計 －

20.0下水道事業会計 －

農 業 集 落 排 水
事 業 特 別 会 計 －

平成25年度
算　定　値

県内市
平　均

全国市区
平　　均

①実 質 赤 字 比 率 － － － 
②連結実質赤字比率 － － － 
③実質公債費比率 4.2 5.9 7.6 
④将 来 負 担 比 率 25.5 32.4 30.2 
※実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合及び実質公債費比率又は将来
負担比率が算定されない場合は「－」と表示します

平成26年度
算　定　値

早期健全化
基　　　準

財政再生
基　　準

①実 質 赤 字 比 率 － 12.20 20.00 
②連結実質赤字比率 － 17.20 30.00 
③実質公債費比率 3.6 25.0 35.0 
④将 来 負 担 比 率 31.9 350.0 
※実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合及び実質公債費比率又は将来
負担比率が算定されない場合は「－」と表示します

　
平
成
25
年
度
決
算
に
基
づ
く

健
全
化
判
断
比
率
が
早
期
健
全

化
基
準
以
上
で
あ
る
団
体
は
全

国
で
1
団
体
あ
り
、
財
政
再
生

基
準
以
上
で
あ
る
団
体
は
全
国

で
１
団
体
と
な
っ
て
い
ま
す
。

資
金
不
足
比
率
に
つ
い
て
は
、

経
営
健
全
化
基
準
以
上
と
な
っ

た
公
営
企
業
会
計
は
18
会
計
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　
公
営
企
業
ご
と
に
算
定
し
た
資

金
の
不
足
額
の
事
業
規
模
に
対
す

る
比
率
で
す
。
こ
の
比
率
は
、
経

営
の
健
全
性
を
示
す
指
標
で
、
そ

の
判
断
基
準
と
し
て
「
経
営
健
全

化
基
準
」が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
／
水
道
事
業
会
計
＝

水
道
課
経
理
担
当
（
☎
５
４
８-

２
５
６
０
）、
下
水
道
事
業
会
計

及
び
農
業
集
落
排
水
事
業
特
別
会

計
＝
下
水
道
課
経
理
担
当
（
☎
５

４
７-

１
６
６
１
）

◎
平
成
26
年
度
決
算
に
基
づ
く
算

定
値
に
つ
い
て

　
平
成
26
年
度
決
算
に
基
づ
く
健

全
化
判
断
比
率
は
、
早
期
健
全
化

基
準
、
財
政
再
生
基
準
を
下
回
っ

て
お
り
、
財
政
健
全
化
計
画
及
び

財
政
再
生
計
画
を
策
定
す
る
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
公
営
企

業
会
計
に
お
い
て
も
資
金
不
足
は

発
生
し
て
お
ら
ず
、
経
営
健
全
化

計
画
の
策
定
は
必
要
あ
り
ま
せ

ん
（
比
率
算
定
の
基
礎
と
な
る
関

係
書
類
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
）。
今
後
も

引
き
続
き
行
財
政
改
革
を
推
進
し

将
来
負
担
の
適
正
化
に
努
め
、
財

政
の
健
全
性
を
維
持
し
て
い
き
ま

す
。

◎
各
指
標
に
つ
い
て

①
実
質
赤
字
比
率
（
一
般
会
計
等

の
赤
字
の
大
き
さ
）
＝
一
般
会
計

等
を
対
象
と
し
た
実
質
赤
字
額
の

標
準
財
政
規
模
に
対
す
る
比
率

②
連
結
実
質
赤
字
比
率
（
市
全
体

の
赤
字
の
大
き
さ
）
＝
全
会
計
を

対
象
と
し
た
赤
字
額
（
又
は
資
金

の
不
足
額
）
の
標
準
財
政
規
模
に

対
す
る
比
率

③
実
質
公
債
費
比
率
（
借
入
金
な

ど
の
そ
の
年
の
返
済
額
の
大
き

さ
）
＝
一
般
会
計
等
が
負
担
す
る

地
方
債
の
元
利
償
還
金
及
び
準
元

利
償
還
金
の
標
準
財
政
規
模
に
対

す
る
比
率
（
３
か
年
平
均
）

④
将
来
負
担
比
率
（
借
入
金
の
残

高
な
ど
今
後
支
払
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
負
債
の
大
き
さ
）
＝
一
般

会
計
等
が
将
来
負
担
す
べ
き
公
営

企
業
会
計
、
出
資
法
人
等
を
含
め

た
実
質
的
な
負
債
の
標
準
財
政
規

模
に
対
す
る
比
率

問
い
合
わ
せ
／
財
政
課
（
内
線
２

２
３
３
）

※資金不足額がない場合は「－」と表示します

会　計　名 平成26年度
算 定 値

経営健全化
基　　　準

水 道 事 業 会 計 －

20.0下水道事業会計 －

農 業 集 落 排 水
事 業 特 別 会 計 －

13 2015.10
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